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著作権について
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他者の著作物をプレゼンで使う時

• 基本的に、著作者の許諾が必要

–無償の上映・上演は許諾不要

–授業での複製，公衆送信，公の伝達は許諾不要

–引用での利用は許諾不要

• 出所を明記

• 「公衆送信」には要注意
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「レポート作成上の注意」

著作権や引用について詳しく説明

もみじTOP＞学びのサポート＞学士課程
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利用条件を確認しよう
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素材配布サイトの

「ご利用について」

「利用規約」「利用条件」

などのページを確認

２１点以上の商用利用は
有償いらすとや

https://www.irasutoya.com/p/terms.html



ライセンスが表記してあるところから使う

Flickr, 

Wikipediaは

ライセンスが表

記されている
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CC-表示（BY ）

クレジット（氏名，作

品タイトルなど）が

表記されていれば

使用可能

CC＝Creative Commons ライセンス

条件を守っていれば使用していいという著作権者の意思表示



利用可能なものを探す

Googleの検索オプション，
Microsoft Bingならライセンスで検索できる
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Bing
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Google

Google検索画面の

「画像」から

「ツール」の中の「ライセンス」の中から選ぶ



第三者の著作物の利用には注意

• 利用していい状況か

• 利用していいものか

• どこまで利用していいか

• 出所は明記したか
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いろいろ確認！


